
 

令和 7年度豊中市 PTA連合協議会・第８回役員会 

連 Pスローガン「こどももおとなも和の仲に 1人にしない PTA」 

 

2月 26日（木）19時～ 地域共生センター 

 

次第 

（進行：社会教育課） 

１．会長あいさつ                            三間会長 

 

２．各ブロックより報告 

  北東部ブロック                       喜多川ブロック長 

  北中部ブロック                        福永ブロック長 

  北西部ブロック                        谷口ブロック長 

  東部ブロック                         堀口ブロック長 

  西部ブロック                         中野ブロック長 

  南部ブロック                         三間ブロック長 

 

３. 教育委員会より報告、質疑応答      

 

４．議題案件 

    ・PTAモルック大会の振り返りについて            福永会長代行 

    ・連 P総会（事業報告・決算報告・その他）について 

    令和 8年 3月〇日（土）〇時～ 場所 

５．その他 

   ・役員から PTA関連の質疑応答 

   ・事務局から連絡 

 

６．閉会あいさつ                            会長代行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



豊中市 PTA 連合協議会・第 8 回役員会 議事録 

 

開催日時：2 月 26 日（木）19 時 00 分～21 時 00 分 

開催場所：地域共生センター大会議室（オンラインとハイブリッド形式） 

出 席 者：〈豊中市ＰＴＡ連合協議会〉（以下、「連Ｐ」という） 

       三間会長（庄内さくら学園）、福永会長代理（三中）、堀口会長代理（四中） 

       陰山書記（豊島西）、谷口副会長（二中）、斎藤副会長（刀根山） 

和田副会長（庄内さくら）伊関顧問（桜塚） 

〈ZOOM 参加〉 岡本副会長 (北条) 

〈豊中市教育委員会・豊中市〉 社会教育課 北村次長、桐山 

〇次第 

1． 会長あいさつ 

本日決まったことを総会に繋げようと思います。 

2． 各ブロックより報告 

〇福永会長代行（北中部ブロック）から報告 

・会長会を実施し、モルック大会の感想・意見の共有を行った。 また、クラブ活動の地域移行、15 中

PTA 解散案件についてについて議論を交えた。  

〇谷口副会長（北西部ブロック）から報告 

・野畑小と北緑丘小は来年度から PTA 側が会費の徴収を行うことが決定した。併せて入会説明時の

口座開設依頼についても内容共有を行った。 

〇堀口会長代行（東部ブロック）から報告 

・2/17 に東部・南部の最後の会長会が行われた。とよチャレに関する意見も交わした。 

・引継ぎ会が 3/11 の 19 時から北条小学校で実施することが決定した。 

〇中野会計（西部ブロック）から報告 

・2/4 に会長会を行った。前回役員会の内容を共有した。 

・3/27 に引継ぎを行う。 

〇三間会長（南部ブロック） 

  ・2/17 に東部・南部の最後の会長会が行われた。 

・引継ぎ会の日程がまだ決まっていない。 

 

３. 教育委員会より報告、質疑応答 

〇学校への寄附について 

令和 6 年度に連 P 役員会で、学校への寄附について、受け入れ可能なものと受け入れできないものに

ついて整理してほしいとの依頼があり、教育委員会で単 P の予算書・決算書をもとに学校に対してヒアリ

ングを実施し、検討した結果、保護者負担無償化の対象については寄附は受けないこととした。 

【質問】 

公費対応に整理されたもので、カーテンのクリーニング代が含まれているが、衛生面の観点から定期クリー

ニング・更新の最低基準を設定する必要があると考える。 

 



【回答】 

担当課に伝える。 

 

4.議題案件 

（１）PTA モルック大会の振り返りについて 

〇総評 

盛況で満足度が高く、継続希望がほぼ 100％という回答だった。こどもも大人も楽しめる PTA 大会が行

えて良かった。 

〇課題 

・大人だけのチームがあり、チームバランス的に不公平との声が挙がった。次回からはカテゴリーを分けるな   

 どの対応を検討する。 

・開始前に練習時間を設けてほしいとの希望があったので、次回からは練習時間の確保を検討する。 

・早期敗退チームに関して、その後も楽しめるコンテンツを設けることで現場への定着を図る必要がある。 

・集客がしやすい季節（秋など）に開催することを検討する。 

・メダル、ポスターの作成に関しては今年度より早い時期に行うことで、デザインを精査でき、スケジュール 

的な余裕も確保できるので、次回は改善する。 

 

（２）連 P 総会（事業報告・決算報告・その他）について 

〇1 号議案：活動報告 

・令和 7 年度の活動報告の確認を行った。 

・活動報告にブロック編成に関する検討結果を資料に追加することを決定。 

〇2 号議案：決算報告 

令和 7 年度の決算報告の確認を行った。 

 

（３）その他 

・総会は 3/28(土)14：00～に決定。場所は確定次第事務局から伝える。 

・旅費の請求に関して 3/10（火）までに行うよう事務局から案内した。 

・総会の議長に関しては、決定次第、連 P から事務局へ報告する。 

 

5.その他 

・令和 7 年度豊中市通学路交通安全推進協議会の資料を単 P に送付する。 

・大阪府 PTA 協議会総合保障制度について、単 P が連 P を退会した場合、保険加入者は翌年度継

続ができないことを周知する必要がある。 

・令和 2 年度に個人情報保護法が改正したので、事務局は各単 P に対して、会則・規定の見直し勧

奨を行う。 

 

6.閉会の挨拶 

堀口会長代理から、連 P に携わり様々なことを学べた一年でした。本当にありがとうございました。 


